
自
民
党
の「
新
憲
法
草
案
」は
、

昨
年
の
十
一
月
二
十
二
日
の
自
民

党
結
党
五
〇
周
年
記
念
大
会
で
正

式
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
民
主
党
も

十
月
三
十
一
日
に
「
憲
法
提
言
」

を
発
表
し
、
自
民
党
と
民
主
党
が

改
憲
を
競
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま

す
。今

年
の
通
常
国
会
に
は
、
憲
法

改
悪
の
手
続
法
で
あ
る
「
国
民
投

票
法
案
」
が
議
員
立
法
で
提
出
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
防
衛
庁
の「
防

衛
省
」
へ
の
昇
格
、
教
育
基
本
法

の
改
悪
も
法
案
提
出
が
強
ま
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
先
の
総
選
挙
で

自
公
与
党
が
三
分
の
二
以
上
の
議

席
を
確
保
し
た
こ
と
を
背
景
に
憲

法
改
悪
を
頂
点
と
す
る
政
治
反
動

が
加
速
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
す
。

憲
法
問
題
は
、
二
一
世
紀
日
本

の
「
生
き
る
道
」
が
問
わ
れ
る
重

要
課
題
で
す
。「
憲
法
改
悪
」
と
そ

の
手
続
法
で
あ
る
「
国
民
投
票
法

案
」
を
許
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

以
下
、自
民
党
の「
新
憲
法
草
案
」

（
以
下
、
草
案
）
の
特
徴
的
な
点

を
指
摘
し
ま
す
。

自
民
党
草
案

国
民
の
権
利
制
限
も

１
、
現
憲
法
の
前
文
は
、
平
和
主

義
・
国
民
主
権
・
基
本
的
人
権
で

貫
か
れ
た
先
進
的
な
憲
法
と
し

て
、
世
界
的
に
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
「
草
案
」
は
、
こ
の

基
本
原
則
は
「
普
遍
の
価
値
と
し

て
継
承
す
る
」
と
し
て
明
記
し
ま

し
た
が
、前
文
を
書
き
換
え
て「
日

本
国
民
は
、
帰
属
す
る
国
や
社
会

を
愛
情
と
責
任
感
と
気
概
を
も
っ

て
自
ら
支
え
る
責
務
」
を
明
記
し

て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、「
愛
国
心
」「
国
防
の
責

務
」
を
明
記
す
る
こ
と
が
議
論
さ

れ
た
経
緯
か
ら
す
れ
ば
、
国
民
に

「
愛
国
心
」
と
「
国
防
の
責
務
」

を
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
基
本
原

則
を
変
質
さ
せ
る
も
の
で
す
。

２
、
憲
法
九
条
に
つ
い
て
は
、
第

二
章
の
「
戦
争
放
棄
」
を
「
安
全

保
障
」
に
変
え
、
そ
し
て
、
九
条

二
項
で
現
憲
法
の
「
戦
力
の
不
保

持
」「
交
戦
権
の
否
認
」
を
全
面
削

除
し
、「
自
衛
軍
を
保
持
す
る
」
と

明
記
し
ま
し
た
。
ま
た
、
三
項
で

「
国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
」「
国

際
的
に
強
調
し
て
行
わ
れ
る
活

動
」「
緊
急
事
態
に
お
け
る
公
の
秩

序
維
持
」
の
た
め
に
活
動
す
る
と

明
記
し
た
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、「
自
衛
軍
」と
い
う「
軍

隊
」
を
創
設
し
、「
国
際
協
力
」
の

名
の
下
に
「
自
衛
軍
」
を
自
由
に

海
外
派
兵
し
、「
武
力
行
使
」や「
集

団
的
自
衛
権
」
の
行
使
が
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の

で
す
。

３
、
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、

現
憲
法
一
三
条
で
「
公
共
の
福
祉

に
反
し
な
い
限
り
…
…
最
大
限
尊

重
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
を
「
公
益
及
び
公
の
秩
序
に
反

し
な
い
限
り
」に
変
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、「
公
共
の
福
祉
」を「
公

益
」「
公
の
秩
序
」
に
変
え
る
こ
と

に
よ
り
、
今
後
は
、
安
全
保
障
や

国
家
主
権
が
強
ま
る
な
か
で
、
個

人
の
「
権
利
・
人
権
」
や
「
言
論

の
自
由
」
等
を
制
限
・
侵
害
し
や

す
く
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
も
の
で

す
。
ま
た
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権

利
や
環
境
権
等
の
「
新
た
な
権

利
」
を
明
記
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
、
民
主
党
や
公
明
党
を
改
憲

議
論
に
乗
せ
や
す
く
し
、
国
民
投

票
で
も
一
括
方
式
に
し
て
賛
成
票

を
多
く
獲
得
す
る
た
め
の
戦
略
的

な
も
の
で
す
。

４
、
政
教
分
離
に
つ
い
て
は
、
現

憲
法
二
〇
条
で
、
国
及
び
そ
の
機

関
は
、「
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な

る
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
を「
草

案
」
で
は
、
そ
の
前
段
に
「
社
会

的
儀
礼
又
は
習
俗
的
行
為
の
範
囲

を
超
え
る
」を
加
筆
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
現
在
、
政
治
問
題
化

し
て
い
る
小
泉
首
相
の
靖
国
神
社

参
拝
な
ど
は
、「
社
会
的
儀
礼
又
は

習
俗
的
行
為
の
範
囲
」
内
と
し

て
、
憲
法
違
反
と
い
う
批
判
や
指

摘
を
排
除
し
て
合
憲
化
を
狙
っ
た

も
の
で
す
。

５
、
改
憲
手
続
き
に
つ
い
て
は
、

現
行
憲
法
九
六
条
で
「
こ
の
憲
法

の
改
正
は
、
各
議
院
の
総
議
員
の

三
分
の
二
以
上
の
賛
成
で
国
会
が

発
議
し
」
と
明
記
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
「
草
案
」
で
は
「
各
議
院

の
総
議
員
の
過
半
数
の
賛
成
」
と

変
更
し
て
い
ま
す
。

改
憲
の
手
続
き
を
両
議
院
の
総

議
員
の
「
三
分
の
二
」
以
上
を
「
過

半
数
」
の
賛
成
に
改
め
る
こ
と
に

よ
り
、
今
後
、「
憲
法
改
正
」
を
し

や
す
く
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
時
の
権
力
者
が
多
数
の
力
で

都
合
の
い
い
「
憲
法
改
正
」
を
可

能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
独
裁
国

家
を
許
す
も
と
に
な
る
だ
け
で

す
。ま

さ
に
、
自
民
党
の
「
新
憲
法

草
案
」
は
、
前
文
と
九
条
改
憲
を

中
心
と
す
る
「
戦
争
の
で
き
る

国
」
づ
く
り
に
む
け
た
大
改
悪
案

で
す
。
こ
の
憲
法
改
悪
を
許
し
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

「
戦
争
を
で
き
る
国
」へ
の
改
憲
を
許
す
な

「
自
衛
軍
」創
設
、武
力
行
使
・
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

政
治
反
動
を
加
速
す
る
自
民
党
の
「
新
憲
法
草
案
」

２００６春闘にむけて全労協討論集会（１２月１７日）

５
日

都
労
連

６
日

国
労
東
京
地
本

８
日

全
統
一
労
組

１１
日

全
水
道
東
水
労

１２
日

全
国
一
般
な
ん
ぶ

１８
日

全
国
一
般
東
京
労
組

２０
日

全
労
協
・
東
京
全
労
協

０６
新
年
旗
開
き

１８
時
３０
分
〜
／
交
通
会
館

２９
日

全
国
一
般
東
京
東
部
労
組

１
月
の
行
動
予
定

５
・
３
憲
法
集
会
の
デ
モ

憲
法
改
悪
の
た
め
の
手
続
法
で

あ
る
「
国
民
投
票
法
案
」
は
、
議

員
立
法
で
〇
六
年
通
常
国
会
に
提

出
す
る
こ
と
で
自
民
・
民
主
・
公

明
の
三
党
で
合
意
し
て
い
ま
す
。

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
与
党
案
は
、

�
複
数
条
項
の
改
憲
案
の
場

合
、
逐
条
投
票
か
、
一
括
投
票
か

を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

�
国
民
投
票
の
有
資
格
者
を

「
公
選
法
通
り
」
と
し
、
一
五
歳

以
上
の
若
者
を
排
除
。

�
成
立
は
、
有
効
投
票
の
「
過

半
数
」と
し
、
最
小
の「
過
半
数
」

で
の
成
立
を
狙
う
。

�
投
票
運
動
期
間
を
三
十
日
以

上
九
十
日
以
内
と
極
め
て
短
い
。

�
投
票
運
動
か
ら
公
務
員
・
教

員
・
定
住
外
国
人
を
排
除
、
マ
ス

コ
ミ
報
道
も
規
制
。

等
々
で
す
。

こ
の
よ
う
に
「
憲
法
改
正
」
と

い
う
二
一
世
紀
日
本
の
「
生
き
る

道
」
に
関
わ
る
重
大
な
政
治
課
題

を
一
括
投
票
に
す
る
と
か
、
投
票

運
動
か
ら
公
務
員
等
の
排
除
や
マ

ス
コ
ミ
報
道
を
規
制
す
る
な
ど
、

非
民
主
的
な
方
法
で
国
民
投
票
が

成
立
し
や
す
く
す
る
た
め
の
「
国

民
投
票
法
案
」
を
準
備
し
て
い
る

の
で
す
。
こ
の
憲
法
改
悪
の
た
め

の
「
国
民
投
票
法
案
」
を
許
し
て

は
な
り
ま
せ
ん
。

「
許
す
な
！
憲
法
改
悪
・
市
民

連
合
」
な
ど
の
市
民
団
体
は
「
国

民
投
票
法
案
」
の
国
会
上
程
に
反

対
す
る
団
体
署
名
運
動
を
進
め
て

い
ま
す
。
全
労
協
の
各
労
組
、
地

方
、
職
場
・
地
域
か
ら
こ
の
団
体

署
名
運
動
を
取
り
組
み
ま
し
ょ

う
。
そ
し
て
、
国
会
内
の
護
憲
政

党
や
議
員
と
連
携
し
、
多
く
の
市

民
団
体
・
宗
教
者
団
体
・
民
主
団

体
な
ど
と
幅
広
い
共
同
闘
争
で
闘

い
抜
こ
う
。

憲
法
改
悪
の
た
め
の
手
続
法

国
民
投
票
法
案
の
国
会
上
程
を
許
す
な

東京全労協第１６回大会
１１月１日、東京全労協第１６回大会が全水道会館で開催。押田
委員長（再任）、諸隅事務局長（新任）の体制を確認した。

第1 7 2号（毎月１回発行）

E－mail zenrokyo@zenrokyo.org http : //www.zenrokyo.org/

（１）2 0 0 6年1月5日


